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高 知 県 告 示 第 810号

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ５ 第 １ 項

及 び 第 167条 の 11第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令

和 ６ 年 ３ 月 31日 ま で の 間 に 県 が 発 注 す る 物 品 の 購 入 （ 製 造 を 含

む 。 ） 又 は サ ー ビ ス （ 清 掃 、 警 備 及 び 設 備 保 守 管 理 を 除 く 。 ） の

契 約 に 係 る 一 般 競 争 入 札 又 は 指 名 競 争 入 札 （ 以 下 「 競 争 入 札 」 と

い う 。 ） に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 、 資 格 審 査 の 申 請 の 時 期 、 方

法 等 に つ い て 次 の と お り 定 め る 。

令 和 ２ 年 10月 ６ 日

高 知 県 知 事 濱 田 省 司

第 １ 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格

競 争 入 札 に 参 加 す る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 有 資 格 者 」 と い

う 。 ） は 、 令 和 ２ 年 10月 １ 日 （ 以 下 「 審 査 基 準 日 」 と い う 。 ）

に お い て ２ の (２ )か ら (９ )ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で 、

１ に 定 め る 資 格 審 査 事 項 に よ り 審 査 し 、 競 争 入 札 参 加 資 格 者 登

録 名 簿 へ の 登 録 を 決 定 し た も の と す る 。

１ 資 格 審 査 事 項 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

(１ ) 審 査 基 準 日 の 前 日 に お け る 営 業 年 数

(２ ) 審 査 基 準 日 の 前 日 に お け る 事 業 に 従 事 す る 者 の 数

(３ ) 審 査 基 準 日 の 直 前 １ 年 以 上 の 期 間 事 業 を 継 続 し て い

る 者 に あ っ て は 、 直 前 １ 年 の 事 業 年 度 に お け る 販 売 高 又

は 製 造 の 実 績 高

(４ ) 審 査 基 準 日 の 直 前 の 事 業 年 度 の 決 算 に お け る 自 己 資

本 額 （ 法 人 に あ っ て は 純 資 産 の 額 を 、 個 人 に あ っ て は 次

年 繰 越 し の 純 資 本 金 の 額 を い う 。 ）

２ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格

を 有 し な い 。

(１ ) １ に 定 め る 資 格 審 査 事 項 に よ り 審 査 し た 結 果 、 参 加

資 格 を 得 ら れ な か っ た 者

(２ ) 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 競 争 入 札 を 適 正 か つ 確 実 に

実 施 す る に 当 た っ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適

切 に 行 う こ と が で き な い 者 又 は 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受

け て 復 権 を 得 な い 者

(３ ) 営 業 に 関 し 法 令 上 必 要 な 要 件 を 備 え て い な い 者

(４ ) 経 営 状 態 が 著 し く 不 健 全 で あ る と 認 め ら れ る 者

(５ ) 手 形 又 は 小 切 手 の 不 渡 り 事 故 を 起 こ し 、 銀 行 当 座 取

引 を 停 止 さ れ て い る 者

(６ ) 審 査 基 準 日 の 前 日 ま で に 納 期 限 が 到 来 し た 都 道 府 県

税 を 滞 納 し て い る 者 。 た だ し 、 資 格 審 査 の 申 請 を す る ま

で に 完 納 し た 場 合 並 び に 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び

そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 に よ り 徴 収 の 猶 予 を

受 け て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。



(７ ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い る 者 。 た だ し 、

資 格 審 査 の 申 請 を す る ま で に 完 納 し た 場 合 並 び に 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の

影 響 に よ り 納 税 の 猶 予 を 受 け て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。

(８ ) 県 内 の 市 町 村 に お い て 個 人 住 民 税 を 特 別 徴 収 す る べ

き 従 業 員 が い る 者 に あ っ て は 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 義 務

者 と し て 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 を し て い な い 者 、 県 内 の

市 町 村 に お い て 個 人 住 民 税 を 特 別 徴 収 す る べ き 従 業 員 が

い な い 者 に あ っ て は 個 人 住 民 税 を 特 別 徴 収 す る べ き 従 業

員 が 生 じ た と き に 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 義 務 者 と し て 個

人 住 民 税 の 特 別 徴 収 を す る 旨 の 誓 約 を し な い 者 、 県 内 の

市 町 村 に お い て 新 た に 事 業 を 開 始 し て い る が 個 人 住 民 税

の 特 別 徴 収 義 務 者 に 該 当 す る か 否 か の 判 断 が さ れ て い な

い 者 に あ っ て は 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 義 務 者 に 該 当 す る

こ と と な っ た と き （ 個 人 住 民 税 を 特 別 徴 収 す る べ き 従 業

員 が 生 じ た と き を 含 む 。 ） に 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 義 務

者 と し て 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 を す る 旨 の 誓 約 を し な い

者

(９ ) 高 知 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22年 高 知 県 条 例 第 36

号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以 下 「 暴 力 団 」 と

い う 。 ） 、 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 （ 以 下 「 暴

力 団 員 等 」 と い う 。 ） 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 等 と

社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 す る 者 と し て 知 事 が 別

に 定 め る 者

第 ２ 資 格 審 査 の 申 請 の 時 期 、 方 法 等

１ 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 の 審 査 を 受 け よ う と す る 者 は 、 知

事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 以

下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） を 令 和 ２ 年 10月 26日 （ 月 ） か ら 同 年

11月 27日 （ 金 ） ま で の 間 に 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 は 、 別 の 書 類 を も っ て こ れ に

代 え る こ と が で き る 。

(１ ) 営 業 概 要 書 （ 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 。 ）

(２ ) 登 記 事 項 証 明 書 （ 法 人 の 場 合 の み ）

(３ ) 身 分 証 明 書 （ 個 人 の 場 合 の み 。 本 籍 が あ る 市 町 村 長 が

証 明 し た も の ）

(４ ) 印 鑑 証 明 書

(５ ) 都 道 府 県 税 に 係 る 納 税 証 明 書 （ 審 査 基 準 日 の 前 日 ま で

に 納 期 限 が 到 来 し た 都 道 府 県 税 に つ い て 滞 納 が な い こ と が

分 か る 証 明 書 ）

(６ ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 納 税 証 明 書 （ 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 に つ い て 滞 納 が な い こ と が 分 か る 証 明 書 ）

(７ ) 個 人 住 民 税 特 別 徴 収 実 施 申 告 （ 誓 約 ） 書 （ 知 事 が 別 に

定 め る 様 式 に よ る 。 ）



(８ ) 財 務 諸 表 （ 法 人 に あ っ て は 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及

び 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 、 個 人 に あ っ て は 青 色 申 告 決 算 書

の 写 し そ の 他 の 決 算 状 況 が 分 か る も の で 、 審 査 基 準 日 の 直

前 １ 事 業 年 度 分 の も の ）

(９ ) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 書 及 び 役 員 等 名 簿 （ 知 事 が 別

に 定 め る 様 式 に よ る 。 ）

(10 ) 営 業 許 可 証 又 は 認 可 証 の 写 し （ 医 療 機 器 、 医 薬 材 料 、

運 送 、 廃 棄 物 処 理 等 で 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 許 認 可 等 が

必 要 な 業 種 の 場 合 の み ）

(11 ) 印 刷 に 関 す る 保 有 設 備 等 申 告 書 （ 知 事 が 別 に 定 め る 様

式 に よ る 。 ）

(12 ) (１ )か ら (11 )ま で に 掲 げ る 書 類 の ほ か 、 知 事 が 必 要 が

あ る と 認 め る 書 類

第 ３ 資 格 審 査 の 結 果 の 通 知

資 格 審 査 の 結 果 、 知 事 が 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る と

認 め た 申 請 者 に 対 し て は 、 競 争 入 札 参 加 資 格 決 定 に 係 る 通 知 を

行 う こ と と し 、 高 知 県 会 計 管 理 局 総 務 事 務 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ

ー ジ （ htt ps : / / w w w . p r e f . k o c h i . l g . j p / s o s h i k i / 1 8 0 3 0 1 /） に 登

載 す る こ と を も っ て 当 該 通 知 に 代 え る も の と す る 。

第 ４ 申 請 書 の 記 載 事 項 の 変 更 届

申 請 書 を 提 出 し た 後 に 次 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 が あ っ た と き

は 、 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書

記 載 事 項 変 更 届 を 直 ち に 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

１ 商 号 若 し く は 名 称 又 は 住 所

２ 代 表 者 等 の 職 名 又 は 氏 名

３ 電 話 番 号 又 は フ ァ ク シ ミ リ 番 号

４ 実 印 又 は 使 用 印 鑑

第 ５ 資 格 の 有 効 期 間

競 争 入 札 の 参 加 資 格 の 有 効 期 間 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 （ 競 争

入 札 参 加 資 格 者 登 録 名 簿 へ の 登 録 を 決 定 す る 日 が 同 月 ２ 日 以 降

に な る と き に あ っ て は 、 当 該 決 定 す る 日 ） か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31

日 ま で と す る 。

第 ６ 有 資 格 者 の 追 加 登 録

有 資 格 者 の 競 争 入 札 参 加 資 格 者 登 録 名 簿 へ の 追 加 登 録 （ 以 下

「 追 加 登 録 」 と い う 。 ） は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 ２ 日 （ 金 ） か ら 随 時

行 う も の と す る 。 た だ し 、 追 加 登 録 の 日 は 、 知 事 が 特 に 認 め る

場 合 を 除 き 、 資 格 審 査 の 申 請 書 を 受 理 し た 月 の 翌 々 月 の 初 日 と

す る 。

ま た 、 追 加 登 録 に お い て 審 査 基 準 日 に 相 当 す る 日 は 、 資 格 審

査 の 申 請 が あ っ た 月 の 前 月 の 初 日 と す る 。

第 ７ 資 格 の 取 消 し

知 事 は 、 有 資 格 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 資

格 を 取 り 消 す も の と す る 。

１ 審 査 基 準 日 以 後 に 第 １ の ２ の (２ )か ら (５ )ま で 及 び (９ )

の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た と き 。



２ 申 請 書 又 は 添 付 書 類 中 の 重 要 な 事 項 に つ い て 、 故 意 に 記

載 せ ず 、 又 は 虚 偽 の 記 載 を し た と き 。

第 ８ 指 名 停 止 等

知 事 は 、 有 資 格 者 に つ い て 、 業 務 に 関 し 不 誠 実 、 法 令 違 反 等

の 行 為 が あ っ た と き 又 は 経 営 不 振 等 の と き は 、 知 事 が 別 に 定 め

る 基 準 に よ り 指 名 停 止 又 は 指 名 不 選 定 と す る こ と が あ る 。

告 示

○ 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で に 県 が

発 注 す る 物 品 の 購 入 又 は サ ー ビ ス の 契

約 に 係 る 一 般 競 争 入 札 又 は 指 名 競 争 入

札 の 参 加 者 の 資 格 等 （ 総 務 事 務 セ

ン タ ー ）


